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は
じ
め
に

わ
が
国
の
食
品
（
肉
）
安
全
行
政
は
、
病
原
性
微
生
物
に
起
因
す
る
食
品
疾
病
の
感
染
源
が
多
様
化
し
て
い
る
今
日
、
多
様
な
感
染

源
に
対
応
で
き
る
新
た
な
法
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
の
か
、
と
い
う
課
題
と
、
さ
ら
に
今
日
の
財
政
難
の
政
治
状
況
に
直

面
し
て
、
食
品
安
全
行
政
の
も
つ
人
的
・
物
的
資
源
を
い
か
に
効
率
的
で
か
つ
効
果
的
に
配
分
す
る
の
か
、
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て

《
館
Ｉ
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
重
畳
的
課
題
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
食
肉
（
ロ
叩
）
安
全
行
政
は
、
農
場
（
生
産
）
か
ら
食
卓
（
消
費
）
に
至
る
過

程
を
視
野
に
入
れ
、
リ
ス
ク
分
析
を
重
視
し
、
か
つ
官
民
の
役
割
分
担
論
を
前
提
と
す
る
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に
よ
っ
て
対
処
し

（
注
２
）

て
い
こ
う
と
す
る
。

（
臆
３
》

と
こ
ろ
で
、
米
国
で
ｊ
Ｄ
わ
が
国
と
同
様
の
課
題
に
直
面
し
て
い
て
、
本
稿
で
は
、
米
国
連
邦
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
も
、
危
害
分
析
重
要
管
理
点
（
津
Ｐ
圃
凹
ａ
シ
目
］
豈
切
】
⑫
○
円
昼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
貝
『
・
］
勺
・
】
貝
、
以
下
「
虫
シ
○
○
勺
」
と
い
う
。
）
シ
ス

テ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
手
法
と
そ
の
導
入
に
伴
う
公
共
性
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
米
国
連
邦
農
務
省
・
食
肉
安
全
検

（
柱
４
）

査
局
（
以
下
、
「
ｇ
ロ
ン
／
句
巴
の
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
革
の
動
向
を
素
材
に
検
討
す
る
。
米
国
連
邦
の
西
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
手
法
に

着
目
し
た
理
由
は
、
米
国
で
は
、
函
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
導
入
当
初
は
、
食
の
安
全
性
だ
け
で
な
く
、
競
争
秩
序
の
拡
大
を
重
視
す
る
食

品
業
界
の
意
見
を
強
く
採
り
入
れ
た
改
革
の
内
容
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
官
と
民
が
一
体
と
な
っ
て
食
の
安
全
（
Ⅱ
公
共
性
）

を
実
現
す
る
必
要
性
が
再
び
意
識
さ
れ
る
新
た
な
動
き
が
あ
り
、
し
か
も
函
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
に
関
連
し
て
官
民
役
割
分
担
の
議
論
や

公
共
性
確
保
の
議
論
に
つ
い
て
も
比
較
的
蓄
積
も
あ
り
、
わ
が
国
の
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
を
検
討
す
る
際
に
も
参
考
に
な
る
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
を
、
米
国
連
邦
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に
お
け
る
官
民
役
割
分
担
論
に
絡
め
な
が
ら
、

食
品
安
全
行
政
領
域
に
お
け
る
公
共
性
確
保
の
論
理
櫛
造
に
関
連
す
る
予
備
的
考
察
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

。
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⑪
連
邦
食
肉
安
全
規
制
の
歴
史
的
展
開
の
概
要

（
膝
６
）

ま
ず
、
本
稿
に
関
わ
る
範
囲
内
で
、
米
国
連
邦
食
肉
安
全
規
制
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

連
邦
政
府
に
よ
る
食
品
（
肉
）
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制
は
、
一
九
○
六
年
の
純
粋
食
品
医
薬
品
法
〈
勺
冒
⑦
甸
○
８
回
目

Ｃ
自
由
シ
○
一
、
以
下
「
一
九
○
六
年
法
」
と
い
孔
醗
〕
）
お
よ
び
一
九
○
七
年
の
連
邦
食
肉
検
査
法
（
言
の
呉
旨
、
己
の
：
。
ご
房
３
，
以
下

（
雛
８
）

「
一
九
○
七
年
法
」
と
い
う
。
）
に
始
ま
る
。
そ
れ
以
前
は
、
連
邦
に
よ
る
食
ロ
叩
（
肉
）
規
制
は
輸
入
食
ロ
叩
に
向
け
ら
れ
、
国
内
に
お
け

る
規
制
は
も
っ
ぱ
ら
州
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
○
六
年
法
お
よ
び
一
九
○
七
年
法

の
い
ず
れ
も
不
良
ま
た
は
不
実
の
食
品
ま
た
は
食
肉
の
各
州
間
で
の
通
商
を
規
制
や
罰
則
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、
一
九
○
六
年
法
は
、

当
該
食
品
が
市
場
に
出
回
る
前
に
積
極
的
に
当
該
物
質
の
安
全
性
を
認
定
す
る
権
限
を
行
政
機
関
は
も
た
な
い
事
後
的
規
制
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
○
七
年
法
は
当
該
と
殺
肉
が
市
場
に
で
る
前
に
安
全
性
の
検
査
を
経
る
必
要
の
あ
る
市
販
前
規
制
を
採
用
し
、

第
一
章
連
邦
食
肉
安
全
規
制
の
歴
史
的
展
開
の
概
要
と
検
査
制
度
の
変
容

な
お
、
函
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
と
は
、
「
食
品
に
起
因
す
る
疾
病
を
予
防
し
、
制
御
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
食
品
の
製
造
、
加

工
お
よ
び
調
整
の
す
べ
て
の
段
階
に
関
連
す
る
危
害
を
確
認
し
、
関
連
す
る
リ
ス
ク
を
評
価
し
、
さ
ら
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
措

（
瀧
５
）

置
が
効
果
的
に
な
る
よ
う
な
作
業
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
を
い
う
。

第
一
節
連
邦
食
肉
安
全
規
制
の
歴
史
的
展
開
と
法
的
仕
組
み
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こ
の
仕
組
み
は
現
在
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
｡

一
九

〇
七
年
法
の
対
象
と
な
る
食
肉
と
は
'
牛
'
豚
'
羊
'
山
羊
お
よ
び
そ
の

肉
お
よ
び
そ
の
製
品
に
限
ら
れ
て
い
た
が
'
そ
の
後
'

一
九
二
〇
年
に
は
馬
肉
法
が
制
定
さ
れ
る
｡

一
九
五
七
年
に
は
'
食
鳥
肉
製
品

検
査
法

(the
Pou
]
try
Products
lnspection
A
cir
が
制
定
さ
れ
,
食
肉
同
様
の
強
制
的
な
食
鳥
検
査
の
仕
組
み
が
採
用
さ
れ

た
｡

完

六
七
年
に
は
,
食
肉
衛
生
法

(the
W

hoJesom
e
M
ea
t
A
翫

}が
制
定
さ
れ
る
｡
同
法
は
,
こ
れ
ま
で
連
邦
法
の
対
象

外
と
さ
れ
た
州
内
で
の
み
操
業
す
る
と
殺
者
や
加
工
工
場
に
も

U
S
D
A
の
検
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
仕
組
み
を
採
用
し
た
｡

一
九
八

六
年
に
は
,
加
工
警

抜

査
改
善
法

(the
P,ocessed
Products
tnsp
ection
ln
p
rovem
ent
A

c

g
T

.
)が
制
定
さ
れ
,
同
法
で
検

査
の
撤
退
と
い
う
強
力
な
行
政
権
が
u
s
D
A
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

以
上
､
食
肉
安
全
関
連
法
規
制
の
歴
史
的
展
開
を
簡
単
に
見
て
き
た
が
'
次
に
'
食
肉
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制
権
限
に
つ

い
て
み
て
み
る
｡

㈱

食
肉
安
全
規
制
法
の
仕
組
み

連
邦
食
肉
検
査
法
の
定
め
る
規
制
に
つ
き
'
本
稿
と
開
通
す
る
範
囲
内
で
簡
単
に
述
べ
よ
う
｡

連
邦
食
肉
検
査
法
は
'
消
費
者
の
健
康
又
は
福
利
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
'
不
良
ま
た
は
不
実
の
食
肉
ま
た
は
食
肉
製
品

の
各
州
問
で
の
通
商
ま
た
は
外
国
と
の
通
商
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
｡
U
s
D
A
は
'
同
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
食
肉
製
品

に
着
目
し
た
規
制
権
限
と
袈
造
業
者
に
対
す
る
規
制
権
限
を
有
し
て
い
る
｡

食
肉
製
品
に
着
日
し
た
規
制
権
限
と
し
て
'
当
該
食
肉
製
品
が
不
実
又
は
不
良
で
あ
る
場
合
に
t
U
s
D
A
は
'
三
つ
の
主
要
な
執

(
焦
招)

行
権
限
を
行
使
し
う
る
｡
第

一
に
､
製
品
を

｢留
置
｣
す
る
権
限
で
あ

る

｡

行
政
的
執
行
で
あ
る
留
置

(d
eten
tio
n
)
に
よ

っ
て
当

該
製
品
が
市
場
に
出
回
ら
な
い
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
は
'
当
談
製
品
は

U
S
D
A
の
許
可
な
-
移
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

第
二
に
,
留
置
が
か
り
に
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
は
,
裁
判
所
に
当
該
響

M
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で

立郎
t

撃

一に
,
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U
S
D
A
は
当
該
製
品
を
回
収
す
る
こ
と
を
会
社
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

当
該
回
収
要
求
は
理
論
的
に
は
任
意
の
も
の
で
あ
る
が
'

企
業
が
拒
ん
だ
場
合
に
は
'
そ
の
旨
を
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
'
実
際
に
は
当
該
要
求
に
は
強
制
力
を
も
つ
こ
と
に

な
る
｡

製
品
に
対
す
る
執
行
権
限
に
加
え
て
t
u
s
D
A
は
'
行
政
的
な
'
又
は
'
司
法
的
な
､
い
ず
れ
か
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
製
造
業
者

に
課
す
こ
と
が
で
き
る
｡

行
政
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
'
検
査
か
ら
の
撤
退
が
あ
る
｡
つ
ま
り
'
長
官
は
'
不
合
格
と
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
'
当
該
食

(it
_)

肉
製
品
の
処
分
を
'
事
業
者
が
怠

っ
た
場
合
等
に
は
'
当
該
施
設
か
ら
検
査
官
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
措
置
は
'
現
行

法
の
下
で
当
該
検
査
に
合
格
し
な
け
れ
ば
食
肉
を
市
場
に
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
'
当
該
施
設
者
に
対
す
る
強
力
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
機
能
す
る
｡
そ
れ
故
に
'
当
該
措
置
を
と
る
前
に
'
長
官
は
'
事
前
の
聴
聞
を
経
る
必
要
が
あ
り
'
さ
ら
に
'
当
該
措
置
に
不
服
の

あ
る
場
合
に
は
'
長
官
の
当
該
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
記
録
に
対
す
る
司
法
審
査
も
保
障
さ
れ
て
い
る
｡
司
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し

(
托_
)

(
紘_
)

て
t
C
SD
A
は
裁
判
所
に
差

止

と

刑
事

罰

を

求
め
る
権
限
を
授
権
さ
れ
て
い
る
｡
差
止
は
'
あ
る
特
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
裁
判
所

の
命
令
で
あ
る
｡
U
s
D
A
は
'
製
品
及
び
製
造
業
者
に
対
す
る
著
し
-
広
範
な
行
政
権
限
を
有
す
る
の
で
'
差
止
を
求
め
る
必
要
性

は
そ
れ
ほ
ど
な
い
｡

第
二
節

食
肉
検
査
制
度
の
変
容

-
官
能
検
査
か
ら
科
学
的
検
査
へ
の
転
換

5

川

官
能
検
査
か
ら
科
学
的
検
査
へ

一
九
〇
七
年
法
以
降
'
米
国
に
お
け
る
食
肉
検
査
は
'
食
肉
処
理
場
に
搬
入
さ
れ
る
す
べ
て
の
食
肉
が
政
府
の
検
査
官
に
よ
る
検
査
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を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
検
査
は
､
聴
覚
'
触
覚
な
ど
の
五
感
に
よ
る
官
能
検
査

(organoL
e

ptics)

(紘
_)

で
あ
っ
た
｡
し
か
も
'
こ
の
検
査
は
人
畜
共
通
の
感
染
症
を
前
操
と
す
る
も
の
で
'
人
に
と
っ
て
も
牛
に
と

っ
て
も
脅
威
と
な
る
も
の

(j#i;1)

で
あ
っ
た
の
で
'
官
能
検
査
に
よ
っ
て
も
安
全
で
な
い
牛
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
'
こ
の
種
の
感
染
症
に
よ

る
家
畜
の
疾
病
は
'
生
産
者
の
飼
育
知
識
な
ど
の
向
上
に
伴
い
減
少
し
た
｡
し
か
し
'
他
方
で
'
米
国
で
は
'
生
産
さ
れ
る
食
肉
や
食

鳥
肉
の
畳
が
急
激
に
増
大
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
t
U
S
D
A
＼
F
S
IS
は
検
査
コ
ス
ー
を
抑
え
つ
つ
､
効
率
的
な
検
査
を
行
う
必
要
性

(

純
加)

に
迫
ら
れ
て

く

る

｡

同
時
に
官
能
検
査
で
は
十
分
に
検
査
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
や
E
.co
-i
〇
一
五
七
な
ど
の
病
原

へ維
2~)

性
微
生
物
が
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
食
品
に
起
因
す
る
疾
病
と
り
わ
け
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
や
E
.co
li
0
l
五
七
な
ど
の
新

興

･
再
興
感
染
症
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
人
の
健
康
危
害
や
経
清
的
損
失
な
ど
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
に

つ

〈噂

病
原
性
微
生
物

に
起
因
す
る
食
品
疾
病
の
間
超
は
'
社
会
的
に
も
関
心
を
引
-
も
の
と
な
っ
て
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
､
対
応
を
迫
ら
れ
た

U
S
D
A
＼
F
S
TS
は
､
既
存
の
法
制
度
の
枠
内
で
､
科
学
的
検
査

(H
A
C
C
P
)
シ
ス
テ
ム

を
組
み
入
れ
た
規
制
の
導
入
を
検
討
し
始

め
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
官
能
検
査
か
ら
科
学
的
検
査

(H
A
C
C
P
)
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
を
理
論
的
に
支
え
た
の
は
'

一
九
八
五
年
に
公
表
さ

(托Z
3)

れ
た
全
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(以
下
'
｢N
A
S
｣
と
い
う
｡
)

勧

告

で

あ
っ
た
｡
そ
こ
で
'
同
勧
告
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
｡

脚

H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
導
入
並
務
化
の
前
史

U
s
D
A
/
F
S
IS
は
'
現
行
の
食
肉
お
よ
び
食
鳥
肉
検
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
リ
ス
ク
対
応
型
の
検
査
と
な

っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
'
ま

た
'
あ
る
べ
き
検
査
す
な
わ
ち
､
大
衆
の
健
廉
保
護
の
維
持
改
善
を
行
う

l
方
で
'
科
学
技
術
の
発
展
に
基
礎
を
お
き
､
有
効
性
と
効

率
性
を
高
め
る
た
め
の
検
査
の
あ
-
方
を
勧
告
す
る
よ
う

N
A
S
に
求
め
た
｡
か
か
る
要
静
に
基
づ
い
て
t
N
A
S
は
'
現
在
の
食
肉
検

査
に
つ
い
て
､
現
行
の
物
理
的
強
制
的
検
査
は
'
微
生
物
及
び
化
学
物
質
の
汚
染
物
質
に
よ
る
大
衆
の
衛
生
リ
ス
ク
を
念
頭
に
お
い
て
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い
な
い
の
で
'
現
在
の
衛
生
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
の
に
不
適
切
で
あ
り
､
し
か
も
､
技
術
の
進
歩
に
対
す
る
変
化
に
も
対
応
が
困
難
と

(
紘
払)

な
っ
て
い
る
t
と

い

う
認
故
を
示
し
た
｡

ま
た
'
本
N
A
S
勧
告
で
注
目
す
べ
き
点
は
'
あ
る
べ
き
検
査
シ
ス
テ
ム
は
'
農
場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)
に
至
る
過
程
を

視
野
に
入
れ
'
さ
ら
に
リ
ス
ク
観
念
に
基
づ
い
て
食
肉
お
よ
び
食
鳥
肉
検
査
シ
ス
テ
ム
の
あ
-
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
点
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
へ

｢理
想
的
な
食
肉
お
よ
び
食
鳥
肉
検
査
シ
ス
テ
ム
と
は
､
適
切
に
大
衆
を
保
護
す
る
方
法
が
動
物
の
生
産
か
ら
食
品
の
頗
終
的
販
売

に
至
る
食
品
シ
ス
テ
ム
の
全
体
を
通
し
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
-
-
-
本
委
員
会
の
費
務
と
の
コ

ン
テ
ク
ス
-
で
い
え
ば
'
多
分
'
最
も
重
要
な
こ
と
は
'
食
品
の
検
査
に
関
わ
る
人
的
物
的
資
源
の
配
分
が
'
大
衆
の
健
康
危
害
の
程

度
の
評
価
お
よ
び
'
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
排
除
し
ま
た
は
管
理
す
る
利
用
可
能
な
費
用
効
果
方
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る

(

粍
缶)

と
い
う
こ
と
で
あ
る

｡

｣

こ
こ
に
は
既
に
'
食
品
の
検
査
に
関
わ
る
人
的
物
的
資
源
の
配
分
'
さ
ら
に
は
健
廉
危
害
と
当
該
リ
ス
ク
を
排
除
管
理
す
る
最
も
効

果
的
な
方
法
t
と
い
う
視
角
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

続
け
て
t
N
A
S
は
'
食
品
の
検
査
に
関
わ
る
人
的
物
的
資
源
の
配
分
'
さ
ら
に
は
健
康
危
害
と
当
該
リ
ス
ク
を
排
除
管
理
す
る
最

も
効
果
的
な
方
法
を
実
現
す
る
た
め
に
､
定
量
的
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
｡
そ
の
理
由
は
'

食
品
の
検
査
に
関
わ
る
人
的
物
的
資
源
の
配
分
が
'
当
該
健
康
危
害
と
リ
ス
ク
を
排
除
管
理
す
る
上
で
'
最
も
効
果
的
に
行
わ
れ
た
の

(

抹2
)

か
を
検
証
す
る
た
め
だ
と

い

う

｡

そ
の
上
で
t
N
A
S
は
t

U
SD
A
/
F
S
TS
に
対
し
て
､
継
続
的
な
検
査
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
代
え
て
'

(杜
Ss)

科
学
的
基
礎
を
持
つ
H
A
C
CP

シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
よ
う
勧
告
し

た

｡

N
A
S
勧
告
に
対
応
し
て
'
一
九
八
六
年
に
'
加
工
製
品
検
査
改
善
法
が
制
定
さ
れ
た
｡
同
法
の
制
定
に
伴

い
t
u
s
ロ
A
に
対
し
て
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裁
畳
的
検
査
権
限
が
付
与
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
'
す
ぐ
れ
た
衛
生
管
理
シ
ス
テ
ム
と
違
反
歴
の
な
い
加
工
工
場
に
お
け
る
検
査
回
数
を

(
杵
払)

減
ら
し
た
り
'
そ
の
密
度
を
変
更
し
た
り
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る

｡

こ
れ
は
'
リ
ス
ク
ま
た
は
危
害
皮
に
対
応
し
た
行
政

へ
の
転
換
と
い
え
よ
う
｡

以
上
の
N
A
S
勧
告
お
よ
び
加
工
製
品
検
査
改
善
法
の
制
定
は
'
科
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
.の
導
入
に
向
け

(純gu

た
改
革
で
あ
り
'
そ
の
後
の
科
学
的
検
査
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
の
で

あ

る

｡
そ
れ
後
'
粁
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
へ
最
終
的
に
'

一
九

九
六
年
に
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
に
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込
ま
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

㈱

H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
規
則

U
S
D
A
/
F
S
tS
は
'

1
九
九
六
年
七
月
二
五
日
'
連
邦
公
示
録
に
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
に
関
連
す
る
最
終
基
準

･
規
則

(以
下

(
杵

帥)

｢規
則
｣
と
い
う
｡
)
を
公
表

し

た

｡

同
規
則
は
'

1
九
八
五
年
の
N
A
S
勧
告
を
踏
軽
し
て
い
て
'
農
場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)
に
至
る
過
程
を
視
野
に
い
れ
て

食
品
の
安
全
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
､
か
つ
当
該
過
程
全
体
に
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
を
段
階
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
t
U
s
D
A
は
'
食
肉
検
査
法
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
検
査
権
限
の
対
象
に
生
産
者
や
レ
ス
ー
ラ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
'
同
規
則
で
は
検
査
の
一
環
と
し
て
の
兼
務
的
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
の
対
象
を
と
穀
や
食
肉
兼
者
に
限
定
し
た
よ
う
で
あ

る
｡さ

て
､
以
下
で
は
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
基
本
的
な
知
識
を
説
明
し
た
上
で
'

一
九
八
五
年
の
N
A
S
勧
告
と
の
論
理
的
関

連
性
に
つ
い
て
も
簡
単
に
指
摘
し
て
お
こ
う
｡

ま
ず
t
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
｡

H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
は
､
規
則
に
よ
れ
ば
,
｢
HACCP計
画
そ
の
も
の
を
含
む
,
実
働
中
の
H
A
C
C
P
聖

戦

}と
定
義
さ
れ
て
い
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ま
た
、
国
シ
○
ｓ
シ
ス
テ
ム
導
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
規
則
は
、
現
行
の
食
肉
検
査
制
度
が
視
覚
・
触
覚
と
い
っ
た
官
能
検
査
が
主

な
検
査
方
法
で
あ
る
こ
と
で
、
新
興
・
再
興
の
病
原
菌
微
生
物
の
発
見
が
困
難
で
あ
り
、
官
能
検
査
で
は
十
分
に
機
能
せ
ず
、
結
果
的

に
予
防
よ
り
も
事
後
的
に
な
り
や
す
い
こ
と
を
そ
の
理
由
に
あ
砿
繊
←

こ
の
よ
う
な
必
要
性
の
要
請
か
ら
、
本
規
則
で
は
、
微
生
物
汚
染
防
止
対
策
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
が
、
理
論
的
に
は
、
化
学
物
質

に
よ
る
危
害
そ
の
他
の
危
害
も
含
め
て
函
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
手
法
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
四
少
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
は
、
少
な
く
と
も
、

①
危
害
分
析
、
②
重
要
管
理
点
の
確
認
、
③
管
理
基
準
の
設
定
、
④
手
順
の
監
視
、
⑤
改
善
措
置
、
⑥
記
録
管
理
、
及
び
⑦
穣
証
手
続
、

と
い
う
七
つ
の
要
素
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
匹
織
←
な
お
、
後
で
も
言
及
す
る
が
、
こ
の
①
か
ら
⑦
の
全
て
を
民
間
・
事
業
者
が
行

う
の
だ
が
、
行
政
機
関
は
基
本
的
に
⑦
の
検
証
の
段
階
で
調
査
’
審
査
と
い
っ
た
関
与
を
行
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
餌
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
は
、
リ
ス
ク
評
価
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
工
場
内
で
最
も
起
こ
り
う
る
危
害
を
合
理
的

に
確
認
し
制
御
ヨ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
リ
ス
ク
評
価
が
よ
り
正
確
で
適
正
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
よ
り

効
果
的
な
国
シ
○
○
勺
計
画
を
開
発
す
る
手
助
け
と
も
な
る
の
で
吐
翻
←
こ
れ
を
リ
ス
ク
に
立
脚
し
た
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
作
り
と
い
う

点
か
ら
み
る
と
、
国
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
と
は
、
主
に
民
間
レ
ベ
ル
に
お
い
て
食
品
疾
病
の
予
防
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
分
析
に
基
づ
く
民

間
自
身
の
資
源
配
分
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
リ
ス
ク
に
立
脚
し
た
資
源
配
分
と
い
う
点
で
は
、
一
九
八
五
年
の

ヨ
シ
、
勧
告
の
論
理
が
結
実
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
。



琉大法学第68号（2002） １０

第
二
原
則
農
場
か
ら
食
卓
に
至
る
過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
食
品
疾
病
を
制
御
す
る
者
は
、
自
ら
の
制
御
の
範
囲
内
に
あ
る
食

品
安
全
危
害
を
確
認
し
、
予
防
し
、
そ
し
て
低
減
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
。

第
三
原
則
行
政
機
関
は
、
公
衆
衛
生
上
の
義
務
と
し
て
、
農
業
か
ら
食
卓
に
至
る
そ
れ
ぞ
れ
の
食
品
に
起
因
す
る
疾
病
危
害
に
関

心
を
持
ち
、
全
体
の
シ
ス
テ
ム
を
改
善
す
る
予
防
的
戦
略
を
行
い
、
ま
た
は
促
進
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
原
則
に
則
っ
て
、
句
四
ｍ
は
、
教
育
や
研
究
の
領
域
で
は
各
行
政
機
関
や
州
さ
ら
に
は
産
業
界
や
消
費
者
と
の
協
同
関
係
の

ア
メ
リ
カ
の
食
肉
安
全
行
政
は
、
現
在
、
○
’
一
五
七
や
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
の
よ
う
な
新
興
・
再
興
の
病
原
性
微
生
物
汚
染
に
対
処
す

る
た
め
に
農
場
（
生
産
）
か
ら
食
卓
（
消
費
）
に
至
る
過
程
に
お
け
る
多
面
的
な
関
係
を
前
提
に
し
た
新
た
な
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
の

設
計
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
し
て
、
本
規
則
も
、
農
場
（
生
産
）
か
ら
食
卓
（
消
費
）
に
至
る
過
程
を
視
野
に

入
れ
て
い
て
、
そ
の
上
で
、
と
殺
業
者
や
食
肉
施
設
に
出
シ
○
○
句
シ
ス
テ
ム
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
本
規
則
が
考
え

る
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
考
え
方
か
ら
み
て
み
る
。

（
腔
錘
）

規
則
に
よ
れ
ば
、
農
業
か
ら
食
卓
に
至
る
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
の
戦
略
は
、
一
二
つ
の
原
則
に
基
礎
を
お
く
と
い
う
。

第
一
原
則
農
場
か
ら
食
卓
に
至
る
食
品
に
起
因
す
る
疾
病
危
害
は
、
動
物
の
飼
育
と
と
殺
、
食
肉
お
よ
び
食
鶏
肉
の
加
工
、
流
通
、

保
管
、
お
よ
び
小
売
り
と
食
肉
取
り
扱
い
業
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
生
じ
る
。
そ
れ
ら
の
危
害
を
低
減
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階

第
二
章
連
邦
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
と
公
共
性
確
保
の
手
法

で
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
原
則
農
場
《

第
一
節
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
官
民
役
割
分
担
論
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拡
大
を
強
調
し
た
り
、
あ
る
場
合
に
は
、
権
限
の
強
化
を
図
っ
た
り
す
る
。
さ
ら
に
、
困
田
は
、
国
少
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
を
先
の
原
則

に
沿
っ
て
と
殺
業
者
や
食
肉
施
設
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
、
本
規
則
に
お
い
て
行
政
機
関
（
官
）
と
食
肉
業
界
（
民
）
と
の
官
民
役
割
分
担
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
分
担
の
線
を
ど
こ
で
引
き
、
そ
の
結
果
、
行
政
と
企
業
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
規
則
が
考
え
る
役

割
分
担
論
の
該
当
部
分
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
規
制
は
、
命
令
・
管
理
（
８
日
白
目
」
－
ｍ
目
‐
８
己
可
・
］
）
型
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
画
一
的
で
、
当

該
施
設
の
是
正
措
置
と
し
て
何
が
必
要
か
、
当
該
製
品
に
は
欠
陥
が
な
い
か
な
ど
、
検
査
官
に
そ
の
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
。
あ
る
施

設
で
は
、
検
査
官
が
「
問
題
な
し
」
と
し
た
場
合
に
の
み
、
当
該
食
肉
及
び
食
鳥
肉
が
州
際
で
取
引
で
き
る
と
い
う
前
提
で
操
業
し
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
施
設
・
工
場
の
技
術
開
発
の
た
め
の
柔
軟
性
が
欠
除
し
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
民
間
部
門
と
食
肉
安
全
検
査
局
と

の
食
品
の
安
全
性
に
関
わ
る
責
任
が
暖
昧
で
あ
っ
た
。
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
民
間
部
門
は
製
品
の
決
定
と
執
行
に
全
責
任
を

負
い
、
検
査
官
は
安
全
基
準
及
び
出
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
を
当
該
施
設
が
遵
守
し
て
い
る
の
か
、
監
督
し
検
証
す
る
責
任
を
負
う
。
こ
の

よ
う
に
民
間
部
門
と
政
府
と
の
責
任
・
役
割
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
施
設
に
お
い
て
検
査
官
の
職
務
の
数
量
が
減
少

し
、
そ
れ
は
最
も
リ
ス
ク
の
高
い
と
こ
ろ
に
検
査
官
が
集
中
的
に
関
与
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
間
部
門
に
と
っ
て
も
当
該
施
設

（
枇
鏥
）

に
お
け
る
操
業
の
決
定
に
関
し
自
律
性
が
与
画
え
ら
れ
、
当
該
施
設
の
開
発
技
術
を
改
善
す
る
誘
因
が
働
く
と
い
う
。

同
規
則
に
よ
る
と
、
困
鈩
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
の
義
務
化
に
よ
っ
て
、
園
田
は
生
産
過
程
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
検
証
に
専
念
で
き
、

産
業
界
に
と
っ
て
は
施
設
や
工
程
の
あ
り
方
を
自
ら
決
定
で
き
る
と
い
う
自
律
性
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

国
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
り
、
閂
四
ｍ
の
任
務
を
、
と
り
わ
け
検
証
に
重
点
を
置
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
結
果
、
産
業
界
と
園
田

の
責
任
の
分
担
が
明
確
に
な
る
と
す
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
官
民
の
役
割
分
担
と
し
て
、
食
品
の
安
全
に
対
す
る
第
一
義
的
責
任
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次
に
、
こ
の
検
証
を
基
準
と
す
る
官
民
役
割
分
担
論
は
、
行
政
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

出
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
行
政
機
関
の
検
証
と
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
と
審
査
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
、
と
く

に
情
報
収
集
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
情
報
収
集
活
動
は
、
行
政
法
学
で
は
行
政
調
査
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
函
シ

○
○
句
シ
ス
テ
ム
導
入
に
と
も
な
る
行
政
の
変
容
に
行
政
調
査
や
そ
の
統
制
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
個
別
行
政
調
査
は
、

最
終
的
な
製
品
に
着
目
し
た
権
力
的
色
彩
の
強
い
「
物
の
収
去
」
が
中
心
で
、
か
つ
、
施
設
に
立
ち
入
っ
た
時
点
の
作
業
お
よ
び
衛
生

管
理
の
状
態
し
か
検
査
で
き
な
か
っ
た
が
、
国
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
う
記
録
管
理
の
義
務
化
に
よ
っ
て
監
視
員
が
い
な
い
と

き
で
も
ど
の
よ
う
な
衛
生
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
を
容
易
に
把
握
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
食
中

毒
が
発
生
し
た
場
合
で
も
ト
レ
ス
バ
ッ
ク
が
正
確
で
迅
速
に
も
な
る
と
い
わ
れ
て
哩
織
←

最
後
に
、
危
害
度
に
基
づ
く
行
政
対
応
と
そ
れ
に
比
例
し
た
行
政
責
任
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、
危

害
度
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
総
合
危
害
度
の
も
っ
と
も
高
い
飲
食
店
施
設
に
は
、
十
分
な
監
視
と
徹
底
し
た
危
害
分
析
、
ざ

ま
ず
、
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
の
中
で
民
間
企
業
の
位
置
づ
け
と
責
任
が
明
確
に
な
り
、
か
つ
強
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
シ
○
○
℃
シ

（
騰
犯
）

ス
ー
ア
ム
が
組
み
込
ま
れ
た
規
制
は
、
従
来
の
命
令
・
管
理
型
の
規
制
か
ら
実
施
基
準
型
の
規
制
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ

ま
で
行
政
が
担
っ
て
き
た
「
食
品
の
安
全
性
」
に
関
す
る
判
断
の
あ
る
側
面
を
、
民
間
・
事
業
者
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
資

源
を
有
効
に
用
い
る
こ
と
を
狙
い
と
し
つ
つ
も
、
食
品
を
扱
う
民
間
企
業
の
責
任
を
強
化
し
そ
の
こ
と
を
通
し
て
の
安
全
性
を
確
保
し

：
Ｉ
：
〆
。
》
Ｊ
ｓ
・
‘
，
。

よ
》
う
と
し
た
の
で
あ
る

は
民
間
に
あ
り
、
行
》

で
は
、
こ
の
よ
う
釜

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
北
諏
）

あ
り
、
行
政
機
関
は
出
し
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
の
中
で
ｊ
ｂ
達
成
基
準
の
設
定
や
検
証
に
そ
の
責
任
の
範
囲
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
官
民
役
割
分
担
論
に
基
づ
く
西
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
っ
て
、
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
は
ど
の
よ
う
に
変
容
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国
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
う
、
食
（
肉
）
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
公
共
性
確
保
の
議
論
は
、
国
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
確

保
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
連
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
規
則
の
出
し
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
確
保
に
つ
い
て
は
、

実
は
、
食
品
産
業
界
側
、
消
費
者
側
、
お
よ
び
連
邦
食
肉
検
査
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
Ⅱ
「
公
共
性
の
争
奪
戦
」
の
妥
協
の
産
物
と
い

（
注
仙
）

う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
出
し
○
○
勺
シ
ス
ー
ア
ム
の
導
入
の
時
期
や
費
用
の
負
担
、
内
部
告
発
制
度
の
許
否
、
行
政
機
関
の
企
業
情
報
へ

の
接
近
を
め
ぐ
る
議
論
、
既
存
の
制
度
に
対
す
る
規
律
の
上
乗
せ
の
許
否
、
な
ど
が
妥
協
の
産
物
の
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
内
部

告
発
制
度
の
許
否
と
行
政
機
関
の
企
業
情
報
へ
の
接
近
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
内
部
告
発
か
ら
み
て
み
よ
う
。
消
費
者
側
は
、
国
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
が
基
本
的
に
自
主
規
制
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
反
を
も
つ

ら
に
国
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
、
中
間
の
危
害
度
を
も
つ
飲
食
店
施
設
に
は
、
時
間
、
人
、
予
算
が
あ
れ
ば
出
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム

の
確
立
を
、
も
っ
と
も
総
合
危
害
度
の
低
い
飲
食
店
施
設
に
は
、
通
常
の
定
期
検
査
や
苦
情
調
査
で
よ
い
、
そ
う
い
う
危
害
度
に
応
じ

た
行
政
対
応
を
提
案
土
鰍
←
こ
の
考
え
方
は
、
逆
に
言
え
ば
、
四
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
危
害
度
が
低
く
な

る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
監
督
回
数
を
減
ら
す
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
、
一
九
八
六
年
に
制
定
さ
れ
た
加
工

製
品
検
査
改
善
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
監
視
回
数
を
含
め
た
監
視
の
在
り
方
を
科
学
的
に
決
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

行
政
法
学
的
に
は
、
行
政
機
関
の
行
政
調
査
に
お
け
る
裁
量
基
準
の
合
理
化
、
と
い
う
論
点
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
出
し
○
ｓ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
り
、
企
業
責
任
の
強
化
や
行
政
の
在
り
方
に
も
変
容
が
起
き
る
の
だ
が
、
問
題
は
、

か
か
る
変
容
に
よ
っ
て
公
共
性
は
確
保
で
き
る
の
か
、
そ
の
条
件
は
何
か
で
あ
る
。
こ
の
点
の
議
論
を
節
を
改
め
て
み
て
み
よ
う
。

第
二
節
危
害
分
析
重
要
管
理
点
（
エ
ア
○
○
．
シ
ス
テ
ム
導
入
と
そ
の
問
題
点
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と
も
発
見
し
や
す
い
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
、
施
設
の
従
業
員
の
保
護
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
の
□
シ
、
園
田

（
注
仙
）

は
、
坐
ロ
発
者
の
保
護
を
規
則
に
取
り
入
れ
る
法
律
上
の
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
そ
の
要
求
を
拒
否
し
た
。

次
に
、
行
政
機
関
の
企
業
情
報
へ
の
接
近
と
情
報
公
開
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
適
切
な
情
報
な
く
し
て
、
行
政
に
よ
る
正
確
な
検
証

は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
企
業
側
に
食
品
の
安
全
に
関
わ
る
内
部
情
報
の
提
供
を
い
か
に
義
務
づ
け
る
の
か
が
、
四
シ
○
○
勺
シ
ス
テ

ム
手
法
を
用
い
た
食
品
（
肉
）
安
全
行
政
の
公
共
性
実
現
・
確
保
の
決
め
手
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
西
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
義
務
化
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
際
に
、
行
政
に
よ
る
企
業
情
報
へ
の
継
続
的
ア
ク
セ
ス
の
許

（
惟
佃
）

否
、
及
び
収
集
し
た
情
報
の
公
開
の
有
無
に
関
連
し
て
、
出
シ
○
○
勺
、
ン
ス
テ
ム
の
義
務
化
に
反
対
す
る
意
見
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
、
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
公
開
は
認
め
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
制

（
注
仙
）

度
設
計
を
こ
の
国
は
採
用
し
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
消
費
者
側
か
ら
当
該
規
則
の
執
行
権
限
に
関
わ
る
制
度
設
計
上
の
問
題
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
機
能
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
規
則
は
企
業

の
適
正
な
記
録
保
管
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
に
、
記
録
が
誤
り
で
あ
る
と
か
、
当
該
記
録
保
管
の
乱
用
を
発
見
す
る
方

（
帖
循
）

法
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
乱
用
の
巫
心
れ
が
十
分
に
あ
り
う
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
消
費
者
側
か
ら
の
批
判
が
現
実
の
も
の
と
な
る
事
件
が
規
則
施
行
一
年
後
に
起
き
た
。
米
国
の
マ
ス
コ
ミ
が
「
米
国
史

上
最
大
の
食
品
回
収
事
件
」
と
大
き
く
報
じ
た
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
社
製
の
ひ
き
肉
が

入
っ
た
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
食
べ
た
コ
ロ
ラ
ド
州
の
一
六
人
が
、
一
九
九
七
年
七
月
上
旬
に
Ｏ
’
一
五
七
に
感
染
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
社
は
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
同
社
の
工
場
が
一
九
九
七
年
七
月
五
日
か
ら
数
日
間
に
製
造
し
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
な
ど
に
卸
し
た
、
ひ
き
肉
を
任
意
に
回
収
す
る
、
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
ロ
、
ロ
ン
の
検
査
官
が
工
場
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
社
が
前
日
の
製
造
過
程
で
余
っ
た
ひ
き
肉
を
そ
の
ま
ま
翌
日
の
製
造
で
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
０
１
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同
法
律
案
の
内
容
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
現
行
の
食
肉
検
査
法
で
は
司
法
的
執
行
が
原
則
で
あ
る
の
だ
が
、
同
法
律
案
で
は
食
肉

検
査
法
で
例
外
的
存
在
で
あ
っ
た
行
政
的
執
行
を
拡
充
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
が
当
該
食
肉
業
者
な
ど

に
対
し
て
当
該
食
肉
製
品
な
ど
を
任
意
に
回
収
す
る
よ
う
促
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
回
収
命
令
を
出
し
、
こ
れ
に
も
従
わ

な
い
者
に
対
し
て
、
回
収
命
令
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
消
費
者
に
対
し
当
該
事
実
を
知
ら
せ
し
め
、
当
該
企
業

に
対
し
て
は
検
査
の
拒
否
又
は
撤
回
さ
ら
に
は
制
裁
金
を
課
す
、
そ
の
よ
う
な
法
的
仕
組
み
を
こ
の
領
域
に
新
た
に
採
り
入
れ
よ
う
と

ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
一
九
九
七
年
一
○
月
に
「
食
品
の
安
全
義
務
の
履
行
を
拡
充
す
る
法
律
案
」
が
議
会
に
提

（
住
⑩
》

出
さ
れ
た
。
同
法
律
案
は
、
最
終
的
に
議
会
を
通
過
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
国
シ
○
○
勺
、
ン
ス
｜
ア
ム
に
よ
る
公
共
性
実
現
の
あ
り
方
に
一

出
さ
れ
た
。
同
法
律
案
は
、
巫

石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
五
七
が
製
品
に
残
っ
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ロ
の
ロ
シ
は
、
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
社
に
対
し
、
当
初
の

五
五
○
ト
ン
か
ら
二
○
○
○
ト
ン
に
ま
で
拡
大
し
て
同
社
の
汚
染
肉
を
原
料
に
し
た
恐
れ
の
あ
る
ひ
き
肉
を
任
意
に
回
収
す
る
よ
う

求
め
、
同
社
も
こ
れ
に
応
じ
、
工
場
も
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
本
稿
の
考
察
と
の
関
連
で
見
逃
せ
な
い
事
実
は
、
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
会
社
は
近
代
的
な
出
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
を

既
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
口
の
ロ
シ
の
検
査
官
が
工
場
を
調
べ
た
際
に
、
従
業
員
は
汚
染
の
範
囲
を
隠
し
て
い
た
疑
い
が

（
柱
妬
）

あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
西
シ
○
○
℃
シ
ス
ー
テ
ム
規
制
手
法
と
い
う
自
主
規
制
を
中
核
と
す
る
公
共
性
確
保
の

あ
り
方
が
再
び
議
論
さ
れ
て
く
る
。
節
を
改
め
て
議
論
を
み
て
み
よ
う
。

第
三
節
食
肉
安
全
行
政
に
お
け
る
公
共
性
確
保
の
新
た
な
展
開
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す
る
の
で
あ
る
｡

(_t仙
)

同
法
律
案
の
特
徴
と
し
て
'
①
制
裁
金
'
③
義
務
的
回
収
､
③
内
部
告
発
t
な
ど
の
制
度
の
新
た
な
導
入
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
内
部
告

発
制
度
が
あ
る
こ
と
で
'
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
事
件
に
お
い
て
隠
離
さ
れ
て
い
た
恐
れ
の
あ
る
汚
染
の
範
囲
に
関
す
る
情
報
も
入
手
し
や

す
-
な
る
L
t
仮
に
そ
の
よ
う
な
明
白
な
意
図
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
'
制
裁
金
に
よ
っ
て
､
農
場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)

に
至
る
過
程
で
食
肉
を
扱
う
全
て
の
企
業
を
対
象
と
し
て
'
し
か
も
'
刑
事
罰
と
は
異
な
っ
て
'
企
業
の
故
意
や
過
失
を
要
件
と
せ
ず

に
制
裁
金
を
課
す
こ
と
が

P

tS

LS),
そ
れ
は
,
義
務
的
回
収
を
担
保
す
る
機
能
も
は
た
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
同
法
律
案
は
,
農

場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)
に
至
る
食
肉
を
扱
う
業
者
の
法
的
辞
任
を
行
政
執
行
制
度
を
用
い
る
こ
と
で
よ
り
強
化
し
て
い
こ
う

と
す
る
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
t
U
S
D
A
/
F
S
IS
に
よ
る
食
品
疾
病
に
関
す
る
規
制
改
革
の
次
な
る
論
理
の
展
開
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
｡確

か
に
､
同
法
律
案
は
'
最
終
的
に
議
会
を
通
過
し
な
か
っ
た
も
の
の
'
行
政
執
行
の
拡
充

･
強
化
に
よ
っ
て
企
業
の
自
主
規
制
で

(

托
馳)

あ
る
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
に
な
ら
し
め
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
の
で

あ

り

'

こ
の
こ
と
か

ら
少
な
く
と
も
､
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
は
企
業
の
自
主
的
辞
任
強
化
の
み
で
は
機
能
せ
ず
'
行
政
の
関
与
の
あ
り
方
と
も
探
-
結
び

つ

い
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
確
保
は
'
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
確
立
や
企
業
費
任
の

強
化
の
側
面
に
止
ま
ら
ず
'
食
肉
安
全
行
政
に
お
け
る
執
行
権
限
の
強
化
の
側
面
に
も
議
論
が
及
ぶ
段
階
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
｡
し

か
も
へ
そ
の
二
つ
の
側
面
は
相
互
に
浸
透

･
混
清
し
あ
い
'

一
体
と
な
る
こ
と
で
'
公
共
性
を
実
現

･
形
成
す
る
こ
と
が
認
放
さ
れ
始

め
た
の
で
あ
る
｡
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お
わ
り
に

-
日
本
に
お
け
る
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
へ
の
示
唆

本
稿
で
は
､
米
国
連
邦
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に
お
け
る
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
規
制
手
法
を
紹
介
し
､
か
つ
若
干
の
論
点
生
理
を

し
て
き
た
｡
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
さ
し
あ
た
り
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
｡
米
国
で
は
'
少
な
く
と
も

一

九
八
五
年
の
N
A
S
勧
告
以
降
'
リ
ス
ク
ま
た
は
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
い
て
'
農
場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)
に
至
る
過
程
を
視

野
に
入
れ
な
が
ら
'
食
品
の
安
全
性
と
行
政
資
源
の
有
効
性
及
び
効
率
性
を
確
保
す
る
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
の
基
本
的
流
れ
が
確

立
し
て
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
t
H
A
C
CP

シ
ス
テ
ム
導
入
の
時
期

二

九
九
六
年
)
に
お
い
て
'
民
間
企
業
の
自
主
性
を

信
頼
し
て
'
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
行
政
の
役
割
も
限
定
的
か
の
よ
う
な
時
期
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
ハ
ド
ソ
ン
フ
ー
ド
事
件

を
契
機
と
し
て
'
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
全
体
の
公
共
性
を
確
保
す
る
方
向
で
さ
ら
な
る
改
革
を
推
進
す
る
論
理
が
準
備
さ
れ
t
H
A
C
C
P

シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
を
肯
定
し
っ
つ
も
t
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
を
実
効
的
た
ら
し
め
る
た
め
の
行
政
執
行
改
革

へ
と
議
論

が
展
開
し
て
き
た
｡

そ
の
際
に
'
注
目
さ
れ
る
点
は
'
食
品

(肉
)
の
よ
り
棟
桂
的
な
安
全
確
保
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
革
に
お
い
て
･'
食
肉
安
全
行
政

の
民
主
的
統
制
論
の
射
程
に
'
企
業
側
に
食
品

(肉
)
の
安
全
に
関
わ
る
内
部
情
報
の
捷
供
を
い
か
に
義
務
づ
け
る
の
か
'
そ
の
延
長

(杵
引)

線
上
に
'
企
業
内
の
民
主
化
つ
ま
り
企
業
の
公
共
性
確
保
の
議
論
が
不
可
欠
の
談
論
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

つ
ま
-
'

米
国
に
お
け
る
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
は
t
H
A
C
C
P
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
る
企
業
の
自
主
的
判
断
を

一
方
で
尊
重
し
っ
つ
'
他
方
で

当
該
自
主
規
制
に
行
政
が
探
-
関
わ
る
必
要
性
が
議
論
さ
れ
'
そ
の
方
向
性
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
そ
の
意
味
で
は
'
当
該

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
､
官

(公
)
と
民

(私
)
が
混
繍
し
あ
り
'

一
体
と
な
っ
て
公
共
性
を
実
現

･
形
成
す
る
必
要
性
が
意
放
さ
れ
'

そ
の
方
向
で
の
改
革
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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以
上
の
米
国
に
お
け
る
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
を
め
ぐ
る
動
向
を
よ
り

一
般
化
す
る
こ
と
で
'
わ
が
国
の
食
肉
安
全
シ
ス
テ
ム
改

革
に
も
何
ら
か
の
示
唆
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
次
の
よ
う
な
課

題
の
見
通
し
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡

わ
が
国
の
伝
統
的
行
政
法
学
は
'
公
法
と
私
法
の
二
元
論
に
立
ち
'
さ
ら
に
､
行
政
法
を
私
法
と
は
区
別
さ
れ
た
自
己
完
結
型
の
法

体
系
と
し
て
理
解
し
て
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
私
法
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
発
想
を
も
た
ら
し
'
公
法
上
の
規
制
と
私
法
上

の
効
力
と
を
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
傾
向
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
学
問
体
系
を
食
品
衛
生

分
野
に
別
し
て
説
明
す
る
と
､
食
品
衛
生
法
は
公
法
の
中
の
衛
生
替
寮
法
令
と
し
て
理
解
さ
れ
､
行
政
の
役
割
は
秩
序
維
持
に
限
定
さ

れ
た
｡
他
方
'
こ
れ
を
私
法
に
別
し
て
い
え
ば
'
当
該
衛
生
欝
察
法
令
と
し
て
の
食
品
衛
生
法
に
よ
っ
て
取
引
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と

(

托

Sn

は
望
ま
し
-
な
い
と
い
う
発
想
の
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ

る

｡

し
か
し
'
食
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
'
食
品
添
加
物
等
の
規
制
の
あ
り
方
'
病
原
菌
微
生
物
に
起
因
す
る
疾
病
対
策
'
過
伝
子

組
換
え
食
品
の
安
全
性
確
保
な
ど
み
て
も
知
り
う
る
よ
う
に
'
ま
す
ま
す
複
雑

･
多
様
化
L
t
人
の
生
命

･
健
康
を
害
う
お
そ
れ
の
あ

る
物
質
な
ど
を
含
む
食
品
が
市
場
で
出
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
'
行
政
の
積
極
的
介
入
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
'
例
え
ば
'

(

托
Sn

公
法
上
の
規
制
と
私
法
上
の
効
力
論
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て

く

る

｡

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
さ
ら
に
進
め
る
な
ら
へ

本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
'
農
場

(生
産
)
か
ら
食
卓

(消
費
)
に
至
る
過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
の
節
目
と
な
る
民
間
資
源
を
食
肉
安
全
シ

ス
テ
ム
の
中
に
積
塩
的
に
組
み
込
み
､
か
つ
行
政
と
の
協
同
関
係
を
築
き
つ
つ
'
企
業
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
強
化
を
含
め
た
企
業

(粍
.i;)

費
任
強
化
と
'
そ
の
強
化
を
実
効
的
に
た
ら
し
め
る
た
め
の
行
政
手
法
を
含
め
た
立
法
的
措
置
や
解
釈
論
さ
ら
に
新
た
な
法
理
の
展
開

が
'
伝
統
的
行
政
法
学
の
残
津
を
引
き
ず
る
わ
が
国
の
食
品

(肉
)
安
全
行
政
の
在
り
方
を
､
国
民
の
健
康
権
を
実
現
す
る
横
極
的
な

食
肉
安
全
行
政
へ
と
転
換
す
る
た
め
に
も
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
い
ず
れ
へ
別
の
機
会
に
検
討
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注

し
た
い
。

〆■、〆■、

４３
－〆～プ

－、

２
、=〆

（
１
）

食
品
衛
生
調
査
会
常
任
委
員
会
「
今
後
の
食
品
保
健
行
政
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
（
一
九
九
八
年
六
月
一
六
日
）
食
品
衛
生
研
究
第
四
八
巻

第
八
号
（
一
九
八
八
年
）
一
○
七
頁
参
照
。
ま
た
、
国
の
因
問
題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
田
の
回
問
題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
報
告
」

（
二
○
○
二
年
四
月
二
日
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
今
日
の
食
品
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
深
刻
な
問
題
は
従
来
の
食
品

の
安
全
に
関
す
る
認
澱
で
は
対
応
で
き
な
い
困
難
さ
を
抱
え
て
い
る
。
微
生
物
や
プ
リ
オ
ン
の
よ
う
な
新
し
い
ハ
ザ
ー
ド
に
関
す
る
リ
ス
ク

評
価
は
、
実
験
的
に
ハ
ザ
ー
ド
の
濃
度
・
量
を
変
化
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
健
康
へ
の
悪
影
響
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
農
薬
や
食
品

添
加
物
な
ど
の
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
評
価
に
比
べ
て
、
ず
っ
と
難
し
い
。
こ
う
し
た
今
日
の
食
品
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
深
刻
な
問
題
か
ら
、

食
品
の
安
全
を
確
保
し
、
消
費
者
の
健
康
を
い
か
に
保
護
し
て
い
く
か
は
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
」

わ
が
国
の
食
品
安
全
行
政
改
革
に
お
け
る
官
民
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
「
今
後
の
食
品
保
健
行
政
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
・
前
掲
注
（
１
）

一
○
九
頁
参
照
。
ま
た
、
前
掲
・
Ｓ
ｍ
団
問
題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
報
告
」
の
中
で
は
、
わ
が
国
の
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に

お
い
て
、
消
費
者
の
権
利
を
重
視
し
、
「
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
予
防
原
則
に
立
っ
た
措
置
も
含
む
行
政
及
び
事
業
者
等
の
責
務
を

定
め
る
な
ど
の
抜
本
的
な
改
正
・
見
直
し
が
必
要
」
と
い
う
官
民
の
責
任
分
担
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
が
今
後
重
要
な
課
題
と
な
る
と
い
う

認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

拙
稿
「
米
国
連
邦
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
と
リ
ス
ク
分
析
」
琉
法
六
二
号
（
’
九
九
九
年
）
三
六
頁
以
下
参
照
。

連
邦
食
品
安
全
規
制
上
の
管
轄
権
は
、
現
行
法
上
、
そ
の
規
制
対
象
と
す
る
食
品
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
食
品
に
つ
い
て

一
般
的
に
、
連
邦
食
品
、
医
薬
品
及
び
化
粧
品
法
に
基
づ
い
て
、
連
邦
食
品
医
薬
品
局
（
司
口
と
が
管
轄
権
を
持
ち
、
個
別
の
特
別
法
に

よ
っ
て
、
食
肉
及
び
食
鳥
肉
に
つ
い
て
は
、
連
邦
農
務
省
・
食
肉
安
全
検
査
局
已
の
Ｃ
シ
／
句
の
田
）
が
管
轄
権
を
持
ち
、
食
品
中
の
残
留

農
薬
の
許
容
値
規
制
や
飲
料
水
の
安
全
性
規
制
に
つ
い
て
は
、
連
邦
環
境
保
護
庁
Ｓ
Ｕ
少
）
が
管
轄
権
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
食
肉
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〈
鴫
）
巳
□
・
の
。
○
・
函
ｓ
］
，

へ－、〆－

１４１３１２
､－〆、■〆－〆

（
ｕ
）
の
①
の
勺
『
◎
８
ｍ
の
①
」
勺
『
○
ユ
ロ
ｏ
訂
百
ｍ
ロ
の
。
←
】
。
ご
員
曰
ロ
『
。
こ
の
日
の
具
少
ｇ
・
勺
巨
ず
・
Ｆ
Ｚ
ｏ
・
毛
‐
窪
】
．
］
ｓ
の
一
日
・
韻
ｓ
（
８
＆
［
尉
ｑ
ｇ

巴
ｐ
．
ｍ
．
○
・
ｓ
②
（
」
・
田
）
）
，

‐、

10
、－グ

一員

９
､￣

￣～

８
，－〆

〆～

７
－〆

￣、

６
、＝＝

戸へ

５
－〆

食
肉
安
全
検
査
法
に
は
、
任
意
の
回
収
に
関
す
る
定
め
は
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
回
収
を
要
請
す
る
よ
う
で
あ
る
。
、
の
①

。
】
の
⑪
。
口
俸
」
◎
ず
口
の
◎
己
。
⑪
巨
己
『
色
目
◎
扇
９
９
函
９
口
．
】
ｓ
・

巴
ご
・
の
．
。
。

］
」
・
か
、
『
四
・

の
①
の
勺
。
已
可
望
勺
円
○
○
回
。
←
の
］
。
⑪
己
の
。
（
】
○
口
シ
９
．
勺
ロ
ケ
・
伊
’
ｚ
○
・
忠
‐
弓
画
・
『
］
の
一
旦
・
霞
］
（
］
②
望
）
（
○
○
ｓ
『
】
の
」
Ｐ
の
口
曰
の
口
○
の
」
、
一

国
こ
め
．
。
．
』
巴
‐
Ｓ
ｃ
（
屋
震
）
）
・

の
①
の
二
三
．
一
の
の
○
曰
の
三
の
具
鈩
。
－
．
勺
巨
す
ほ
・
Ｚ
○
・
舌
「
ｇ
］
．
②
」
の
厨
（
．
ｇ
《
（
】
患
『
）
（
８
ｓ
［
】
の
○
ｍ
ｍ
ロ
日
の
目
の
９
日
⑬
］
ｐ
．
ｍ
．
。

、
の
①
｝
国
の
Ｐ
－

ｍＣ】Ｉの②つ）。

勺
宮
］
］
旨
○
・
○
一
切
の
○
口
陣
、
の
口
已
、
因
・
」
◎
す
。
の
○
コ
→
富
の
ｇ
ｍ
ｐ
ｑ
ｂ
ｏ
巳
一
旦
』
。
⑪
己
の
○
毎
。
貝
こ
す
。
］
の
、
。
白
の
口
の
の
⑪
］
｝
ゴ
ー
の
、
風
ミ
ョ
ロ
ロ
９

口
『
。
。
口
ロ
ー
冒
々
薑
旨
司
○
Ｏ
ｑ
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｄ
２
ｍ
ほ
口
乏
』
］
函
》
凶
②
‐
田
（
ｍ
】
◎
す
回
ａ
三
・
○
。
。
ご
閂
の
。
・
・
ご
巴
）
．

、
の
①
勺
ご
『
の
句
。
◎
ユ
の
口
ｇ
Ｃ
２
ｍ
シ
○
一
・
勺
ロ
ヮ
・
げ
・
Ｚ
。
，
＄
‐
喚
匿
。
。
夛
・
患
扇
・
臣
の
一
巴
，
『
の
②
（
】
や
Ｃ
の
）
（
、
巨
己
の
『
の
。
。
の
ロ
ケ
罠
（
す
の

ヨ
ｏ
陣
○
シ
Ｂ
ご
］
畠
②
）
．

、
の
①
三
の
巴
一
コ
の
己
の
○
一
】
○
コ
し
ｇ
『
◎
ず
．
＄
ｓ
一
三
・
一
・
麓
の
一
日
・
］
国
留
・
］
画
巴
（
］
や
ｓ
）
（
８
日
［
肘
９
，
ｍ
ｍ
目
の
口
こ
の
Ｑ
２
凶
ロ
・
ｍ
ｂ
．

参
照
。

の
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
に
藩
目
す
る
こ
と
か
ら
連
邦
農
務
省
・
食
肉
安
全
検
査
局
ａ
の
□
シ
／
閉
団
扇
）
の
改
革
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
、
の
①
勺
の
一
の
『
国
、
１
．
口
困
皀
一
陣
目
。
冨
己
シ
・
巨
の
円
風
』
］
・
句
ｏ
Ｏ
ｇ
ｍ
ａ
Ｃ
『
息
げ
口
富
農
‐
韻
（
臣
の
』
，
】
＄
］
）
・

厚
生
省
生
活
衛
生
局
食
品
保
健
課
・
乳
肉
衛
生
課
監
修
［
豊
福
肇
訳
］
田
シ
○
○
勺
の
評
価
』
（
日
本
食
品
衛
生
協
会
、
一
九
九
五
年
）
一
頁

か
ゆ
ｓ
］
‐
＄
。
》
ｓ
Ｓ
。

亟
②
『
函
。
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￣、〆■､

３０２９
－ケ、－〆

〆へ－、

2８２７
，－、￣

－、￣、

２６２５
、－〆－ン

￣、戸へ

２４２３
－〆、￣

－、￣、

２２２１
、ご〆、‐プ

〆～Ｐ￣、

２０１９
－〆、￣

_、〆～－、

１８１７１６
－〆￣〆～〆

『
こ
・
、
一
画
０
℃
Ｃ
』
画
《
Ｉ
②
【

ぬ
の
①
で
『
。
Ｃ
の
の
⑩
の
」
勺
吋
。
』
口
、
筋
旨
の
己
の
。
ご
○
ロ
】
自
己
『
Ｃ
く
の
日
の
三
シ
Ｃ
一
・
℃
ロ
ヮ
・
ほ
・
ｚ
ｏ
・
患
‐
の
凸
・
さ
い
（
Ｃ
）
（
］
）
・
］
つ
つ
ｍ
一
旦
・
②
ヨ
Ｐ

○
一
ｍ
の
○
コ
陣
』
ｏ
云
昌
の
○
コ
》
の
自
己
門
口
ロ
Ｃ
訂
Ｐ
ｇ
直
さ
‐
瞳
］
・

の
。
の
勺
口
号
。
ｍ
の
己
因
の
。
Ｅ
Ｃ
ｐ
ｏ
貝
国
②
Ｎ
ｍ
Ｈ
□
シ
ロ
ロ
こ
の
】
の
ロ
ロ
。
。
『
』
ご
ｏ
巳
○
○
口
百
○
］
も
。
旨
←
（
国
シ
○
○
勺
）
の
望
切
言
の
ョ
⑩
》
①
］
可
の
。
・

因
の
ｍ
・
呂
巴
の
（
】
①
患
）
［
ず
の
Ｈ
の
」
目
戸
の
司
勺
伍
昏
。
、
の
己
勾
の
Ｓ
２
ｏ
ｐ
］
．
（
本
規
則
に
つ
い
て
、
田
中
信
正
「
米
国
農
務
省
の
発
表
し
た
「
食

］
Ｑ
・
画
一
』
⑰
←

国

こ
の
点
に
つ
い
て
、
間
接
的
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
Ｃ
Ｏ
巨
巴
、
の
伊
・
因
。
『
且
一
「
米
国
に
お
け
る
食
鳥
検
査
に
つ
い
て
」
食
品
衛
生
研
究
四

一
一
一
巻
六
号
一
九
九
三
年
二
一
一
一
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、
の
⑩
の
。
］
の
⑩
。
ご
陣
」
ｏ
盲
⑪
ｏ
Ｐ
ｍ
巨
日
口
皀
・
一
の
Ｐ
巴
旨
②
‐
圏
『
．

、
の
Ｐ
の
。
、
．
．
②
。
旨
］
－
９
，
口
□
『
ロ
ゴ
・
一
の
】
Ｐ
巴
忌
‐
ｇ
・

連
邦
会
計
検
査
院
Ｓ
少
。
）
は
、
米
国
で
は
、
食
品
に
起
因
す
る
疾
病
に
よ
っ
て
そ
の
治
療
饗
そ
の
他
の
費
用
が
毎
年
、
五
○
億
ド
ル
か

ら
一
一
二
○
億
ド
ル
か
か
り
、
食
品
疾
病
に
か
か
わ
る
事
件
も
毎
年
六
五
○
万
件
か
ら
八
一
○
○
万
件
の
問
で
発
生
し
ほ
ぼ
九
一
○
○
人
が
死

亡
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
報
告
轡
を
議
会
へ
提
出
し
て
い
る
。
印
の
少
の
。
、
・
・
・
因
Ｚ
因
勾
し
げ
シ
○
○
○
口
ｚ
目
ｚ
○
○
句
国
○
口
句
○
○
、

の
シ
句
固
弓
邑
昌
。
｛
・
『
ョ
日
甘
Ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
句
Ｃ
Ｏ
：
ｏ
目
の
Ｅ
ｐ
の
の
、
の
⑪
．
ｚ
・
・
因
○
回
□
‐
患
‐
患
（
】
⑪
患
）
・

ヱ
ロ
ニ
。
ｐ
巴
困
の
、
の
Ｐ
『
＆
Ｃ
Ｏ
ロ
ロ
。
】
］
ｏ
閂
言
の
ｚ
巴
曰
ｏ
己
巴
鈩
。
且
の
目
冤
。
『
②
。
】
の
己
８
の
》
三
の
ｇ
：
Ｑ
ｂ
ｏ
自
］
一
ｑ
『
ョ
の
己
の
日
○
コ
（
』
呂
団
）
・

目
○
・
口
←
』
］
，
］
。
＠
Ｉ
】
〕
』
，

￣の

ｐ‐で

］
」
・
ゆ
①
『
の
。

□
の
三
Ｐ
ゴ
ロ
】
］
］
の
。
弓
巨
一
一
の
曰
勺
、
忌
○
函
の
ロ
■
８
戸
。
ご
○
口
弓
夛
『
。
Ｅ
晒
す
貴
困
』

の
で
①
Ｃ
二
○
口
の
冨
曾
の
曰
シ
］
一
戸
㎡
ｏ
ｇ
ｏ
ｇ
Ｂ
ｏ
国
の
ご
〕
申
の
．
』
・
少
、
ユ
・
仔
・

】
○
・
亟画
一
］
⑰
函
。

①
『
←
０

ｍ
『
の
。

ｇ
困
尹
○
○
℃
ご
ｍ
］
切
一
の
日
興
厨
。
こ
の
『
ゴ
ロ
巳
。
｛
吾
の

仔
・
因
の
ご
・
弓
》
ろ
（
］
②
患
）
．

巨
の
ｇ
豆
‐
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”■、〆卓～冴閂、

3７３６３５
－、-〆－〆

グー、〆￣、〆角、〆■､

３４３３３２３１
閂－〆、=〆、－〆～〆

肉
・
食
鳥
肉
の
病
原
菌
減
少
作
戦
，
出
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
」
規
制
に
つ
い
て
」
月
刊
ヱ
ン
○
○
℃
一
九
九
七
年
二
月
号
八
三
頁
以
下
、
月
刊

匹
尹
○
○
勺
一
九
九
七
年
三
月
号
二
五
頁
以
下
、
参
照
）
。

①
○
・
句
・
罰
・
亟
苣
『
』
（
＄
①
①
）
・

の
①
の
己
巴
岑
○
ｍ
の
。
”
の
二
口
の
毬
○
コ
》
⑪
巨
已
『
、
。
。
（
の
酉
Ｐ
日
呂
②
ご
・

］
。
．
、
←
単
冨
］
←
‐
」
『
（
８
ヶ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
日
｛
」
の
ｑ
ロ
ー
屯
○
．
句
・
■
’
か
』
］
『
‐
面
（
。
）
（
］
④
忠
）
．

。
。
ｑ
の
８
く
・
□
の
］
荷
い
己
の
は
、
米
国
の
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
が
リ
ス
ク
分
析
と
く
に
リ
ス
ク
評
価
を
核
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
エ
ン
○
○
で
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
も
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
の
①
の
○
す
ご
め
い
画
く
，
Ｃ
の
］
】
函
：
厨
・

ロ
の
巴
う
す
竜
ン
ロ
己
一
の
」
巳
８
地
目
す
の
勺
『
○
ず
一
の
ｇ
ｏ
一
句
Ｃ
Ｏ
」
ず
○
吋
口
○
三
コ
の
い
い
吾
の
囚
の
、
巳
ｇ
ｏ
Ｑ
因
の
、
己
。
。
⑪
Ｐ
Ｐ
二
。
司
巨
二
コ
の
『

の
口
、
ｍ
の
⑪
丘
○
二
の
｛
。
『
団
Ｃ
｛
ｏ
Ｈ
ｐ
】
・
麗
句
○
Ｃ
Ｑ
Ｄ
『
巨
函
Ｆ
・
」
・
露
］
・
『
圏
（
］
や
畠
）
・

の
。
⑩
勺
ロ
ー
ｏ
ｍ
の
ご
因
の
ロ
ロ
。
ご
ｏ
Ｐ
ｍ
巨
已
『
ロ
ゴ
○
一
の
ざ
ご
巴
寧
雷
二
・

ｍ
の
の
三
・
巴
塵
冨
］
『
‐
］
②
・

三
】
：
色
の
一
再
・
弓
、
冤
一
・
『
一
一
粋
“
昌
鈩
○
○
勺
に
よ
る
こ
の
官
民
の
役
割
分
担
と
食
品
の
安
全
性
の
関
連
性
に
関
わ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
資
任
の
こ
の
新
た
な
役
割
の
線
は
、
産
業
界
と
政
府
の
彼
ら
が
最
も
よ
く
し
う
る
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
食
品
産
業
界
は
、
食
品

を
安
全
に
す
る
操
業
の
方
法
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
食
品
産
業
界
は
、
大
衆
が
信
じ
る
で
あ
ろ
う
食
品
の
安
全
基
準
を
設
定
し
執
行
す

る
立
場
に
な
い
。
同
様
に
、
政
府
は
、
こ
の
国
の
無
数
の
製
造
又
は
加
工
食
品
の
操
業
を
直
接
成
功
裡
に
指
導
し
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
工
場
で

最
も
よ
く
機
能
す
る
食
品
の
安
全
性
管
理
を
判
断
す
る
専
門
家
と
資
源
に
欠
い
て
い
る
。
行
政
機
関
は
、
し
か
し
、
大
衆
が
信
じ
う
る
食
品

の
安
全
基
準
を
設
定
し
執
行
し
う
る
し
、
そ
れ
は
公
衆
衛
生
を
保
護
す
る
の
に
適
正
で
も
あ
る
。
政
府
と
産
業
界
の
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も
よ
く

な
し
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
う
す
る
こ
と
に
責
任
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
シ
○
○
℃
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
食
品
の

安
全
性
を
改
善
し
、
食
品
需
要
に
お
け
る
大
衆
の
信
頼
維
持
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
」
の
Ｃ
の
三
】
＆
：
一
団
・
弓
口
】
一
・
『
》
で
『
の
己
Ｐ
『
ヨ
、
シ
曰
の
‐

ａ
Ｃ
ｍ
㎡
句
Ｃ
ｏ
Ｑ
ｍ
Ｐ
「
の
こ
め
竜
⑪
一
の
日
『
。
『
三
の
ヨ
ミ
の
。
ご
‐
司
胃
⑩
一
○
○
口
目
『
］
Ｉ
ニ
ラ
。
』
⑪
罰
の
、
己
○
口
の
】
こ
の
（
。
『
乏
豈
巳
夛
「
す
の
ロ
】
一

○
○
日
の
⑪
｛
。
こ
の
の
←
旨
、
旨
の
可
。
◎
包
め
、
｛
の
ご
○
ゴ
ロ
一
一
の
ョ
、
①
の
ｏ
｛
吾
の
○
○
コ
の
色
目
の
『
‐
ロ
ユ
く
の
口
。
］
○
ず
口
］
団
ｎ
ｏ
己
。
日
琶
ご
圏
司
○
○
○
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グー￣グー、

４５４４
、－〆、-〆

_、〆～－￣

４３４２４１
－ン～〆～－＝

￣、

４０
－〆

グー、戸■、

３９３８
、－ン～〆

Ｃ
『
巨
困
Ｆ
・
」
’
屋
》
巳
（
】
●
召
）
・

の
①
の
勺
ｇ
ご
◎
、
の
口
困
の
已
巨
ロ
ー
】
。
Ｐ
⑪
巨
已
『
Ｐ
ｐ
ｏ
←
の
』
Ｐ
巴
留
②
ｇ
・

従
来
の
食
品
の
安
全
検
査
が
鐙
終
的
な
製
品
検
査
び
着
目
す
る
の
に
対
し
て
、
因
シ
○
○
℃
シ
ス
テ
ム
は
、
原
料
製
品
の
質
や
製
造
の
段
階
的

過
程
を
重
視
す
る
。
、
の
の
』
の
、
の
の
□
・
伊
］
ｏ
Ｐ
ｏ
ｏ
ｏ
ａ
旨
巴
の
』
句
ｏ
ｏ
ｇ
の
］
切
言
の
目
⑩
也
且
シ
ロ
８
目
←
：
】
］
】
ご
三
の
０
百
日
の
目
の
（
○
局

弓
。
。
こ
の
■
［
の
ご
叩
シ
ほ
ロ
ー
「
ロ
ロ
」
因
ｏ
ｏ
ｐ
ｏ
ｇ
Ｈ
８
少
で
己
『
○
口
○
ヶ
麗
句
○
○
○
Ｕ
２
、
田
・
」
・
『
患
・
『
ろ
（
邑
麗
）
，
ま
た
、
函
シ
○
○
℃
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
行
政
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
企
業
の
記
録
提
出
を
求
め
る
に
し
ろ
、
回
収
に
関
わ
る
悩
報
提
供
を
要
調
す

る
に
し
ろ
、
行
政
と
企
業
が
協
力
関
係
に
た
っ
と
き
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
最
も
よ
く
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
』
の
［
｛
円
こ

の
・
Ｆ
巨
与
の
Ｈ
の
は
、
規
制
の
執
行
過
程
（
の
具
ｏ
Ｈ
８
Ｂ
の
三
）
に
対
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
規

制
の
執
行
が
第
三
者
的
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
崖
シ
○
○
勺
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込
ま
れ
た
規
制
の
執
行
は
、
被
規

制
体
（
及
び
そ
の
従
業
員
）
と
の
協
同
的
執
行
過
程
（
８
．
で
の
『
巴
旨
の
の
二
『
・
『
８
日
の
貝
）
の
典
型
例
で
あ
る
、
と
い
う
。
の
①
の
」
の
「
「
『
の
罠
の
・

伊
ロ
ケ
す
の
『
の
》
弓
三
の
シ
ニ
コ
】
ご
」
⑪
←
『
巴
】
こ
の
仔
口
乏
少
、
の
ご
ロ
ロ
｛
ｏ
旬
曽
の
Ｚ
の
ご
Ｃ
Ｃ
Ｄ
口
・
Ｐ
Ｓ
レ
ロ
目
】
ゴ
・
田
・
罰
の
ご
・
］
忠
》
］
＆
（
】
忠
『
）
・

尾
上
洋
一
他
著
「
改
訂
食
品
衛
生
に
お
け
る
微
生
物
制
御
の
基
本
的
考
え
方
」
（
社
団
法
人
日
本
食
品
衛
生
協
会
、
一
九
九
四
年
）
一
一
三

頁
以
下
で
、
「
団
ご
目
博
士
の
微
生
物
対
策
と
そ
の
考
え
方
」
と
い
う
項
目
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
考
に
し
た
。

、
○
ず
■
｝
］
の
ｎ
ｍ
巨
己
『
、
口
○
一
の
。
Ｐ
・
画
一
①
』
ｌ
②
『
・

の
①
の
勺
ロ
ー
ラ
○
ｍ
の
己
勾
の
』
宮
。
ご
○
。
・
の
巨
己
『
、
。
。
←
の
』
Ｐ
巴
山
⑬
⑭
画
函
・

三
ｏ
ｚ
シ
三
シ
国
シ
氏
は
、
海
産
類
へ
の
エ
ン
○
○
で
導
入
を
義
務
づ
け
た
規
則
に
関
連
し
て
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
エ
ン
○
○
℃
記
録

に
接
近
す
る
こ
と
は
Ｆ
Ｄ
Ａ
の
権
限
の
範
囲
を
超
え
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
か
り
に
接
近
で
き
る
と
し
て
も
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ

た
情
報
が
企
業
秘
密
と
し
て
ど
こ
ま
で
保
護
さ
れ
る
の
か
疑
わ
し
い
、
と
い
う
。
の
弓
国
。
－
日
ｚ
四
・
二
ｏ
ｚ
シ
ご
シ
再
シ
》
シ
伊
ロ
、
巴
尹
の
⑩
‐

の
、
の
曰
の
貝
ｏ
｛
因
り
シ
マ
の
ｚ
の
｝
ご
出
シ
○
○
勺
国
の
、
□
］
昌
一
◎
ゴ
⑪
》
認
司
。
。
。
□
『
二
ｍ
．
Ｓ
・
」
・
患
》
造
‐
急
（
］
＄
『
）
，

の
①
の
勺
ｇ
可
。
ｍ
の
コ
ヨ
＆
臣
。
ご
◎
Ｐ
の
ロ
ロ
『
、
。
。
←
の
⑭
Ｐ
巴
』
⑭
笛
】
‐
圏
．

．
□
の
］
蒟
口
己
の
雪
⑪
Ｐ
ご
『
Ｐ
己
。
←
の
詮
》
ｇ
己
①
．
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（
⑭
）
勺
困
固
で
ン
田
園
□
、
弓
シ
自
国
冨
固
ｚ
弓
○
句
○
シ
勾
○
伊
弓
ロ
○
六
国
因
司
○
因
団
巨
シ
三
国
同
司
○
勾
因
目
出
国
、
回
室
シ
ヨ
団
○
○
巨
富
弓
弓
回
国

。
ｚ
鈩
○
因
］
。
ご
Ｆ
弓
ご
両
国
》
ｚ
ご
日
切
］
弓
］
。
ｚ
シ
Ｚ
０
句
。
■
回
、
弓
因
田
・
司
且
の
『
、
一
三
の
葛
の
ｍ
の
。
】
Ｄ
Ｐ
○
○
弓
○
国
因
切
Ｐ
」
忠
『
・
座
な

お
、
制
裁
金
（
。
言
一
己
の
ロ
、
］
ご
）
に
つ
い
て
、
曽
和
俊
文
「
経
済
的
手
法
に
よ
る
強
制
」
公
法
研
究
第
五
八
号
（
一
九
九
六
年
）
二
二
○
頁
、

と
く
に
二
一
一
三
頁
以
下
参
照

（
釦
）
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
の
元
農
務
省
長
官
ダ
ン
・
グ
リ
ヅ
ク
マ
ン
は
、
上
院
の
委
員
会
に
お
い
て
、
本
法
律
案
の
意
義
に
つ
い
て
田
シ
○
○
勺
と

の
関
連
で
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。
ヨ
シ
○
○
℃
は
、
政
府
と
産
業
界
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な
変
更
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
エ
ン
○
○
℃
は
安
全
な
食
品
を
生
産
す
る
資
任
を
明
確
に
産
業
界
に
配
分
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
農
務
省
の
検
査
官
は
、
企
業
が
か
か

る
義
務
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
よ
う
な
産
業
界
の
責
任
は
、
明
ら
か
に
す
で
に
産
業
界
に
お
い

て
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
法
律
案
は
、
す
べ
て
の
企
業
に
新
た
な
レ
ベ
ル
の
責
任
を
自
覚
さ
せ
る
誘
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

の
①
の
．
》
弓
の
⑩
一
言
○
巳
。
「
の
①
。
『
の
厨
『
望
□
：
○
一
一
○
麦
。
】
目
再
の
］
の
四
ｍ
の
Ｚ
。
．
＆
含
・
君
三
ｓ
釦
、
、
尋
ミ
ミ
・
ロ
⑪
。
Ｐ
困
○
ご
＼
ロ
の
急
の
、
『
の
］
の
‐

口
、
の
②
、
］
忠
『
、
ｓ
、
９
台

（
皿
）
三
ｍ
『
、
。
←
勺
『
』
の
⑩
←
》
弓
冨
弓
風
ご
巴
旨
巴
一
○
コ
○
一
”
の
、
ロ
］
口
巨
Ｃ
目
。
こ
の
三
○
』
の
］
の
。
｛
の
①
］
帝
甸
の
、
Ｅ
］
、
一
】
Ｏ
Ｐ
ｇ
ｏ
言
ロ
ミ
、
ほ
・
河
の
ご
・

圏
算
呂
の
〈
］
ｇ
『
）
・
「
義
務
的
雪
白
主
規
制
は
、
会
社
の
法
遵
守
体
制
の
重
要
性
を
明
白
に
認
蝋
し
て
い
る
と
い
う
。
」

（
記
）
大
村
敦
志
「
取
引
と
公
序
」
同
「
契
約
法
か
ら
消
費
者
法
へ
」
（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
一
六
三
頁
以
下
、
と
く
に
一
七
八
頁
お
●
よ

_、

４８
、－－

一同

４７
－〆

戸■、

４６
、－〆

□
』
。
。
。
、
⑪
の
雰
少
、
の
。
◎
望
○
口
で
白
『
の
“
弓
き
の
こ
の
ロ
ン
㎡
の
ヰ
ロ
、
、
］
の
←
◎
で
い
の
の
可
ｏ
ｏ
ｑ
ｍ
ｍ
『
の
ご
国
の
困
巨
］
巴
】
。
。
の
》
『
宍
、
己
．
』
・
旧
・
厚

勺
巨
ワ
で
。
『
竜
］
』
Ｐ
］
⑰
』
‐
］
⑰
⑰
（
己
垣
⑭
）
・

拙
稿
「
［
海
外
の
行
財
政
・
ア
メ
リ
カ
］
食
品
安
全
規
制
の
改
革
と
行
政
的
執
行
制
度
の
法
制
化
－
「
食
品
の
安
全
義
務
の
履
行
を
拡
充
す

る
法
律
案
」
を
素
材
に
し
て
－
」
行
財
政
研
究
三
七
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

の
①
の
》
の
．
、
・
・
出
シ
ヱ
ン
の
三
ｓ
三
・
句
○
○
、
の
鈩
司
固
弓
昌
固
ｚ
甸
○
■
○
国
三
国
Ｚ
自
国
Ｚ
国
シ
ｚ
○
国
菖
固
ｚ
弓
シ
○
弓
○
匂
】
（
壷
司
句
ご
自
国
‐

ｚ
○
℃
ご
ロ
ロ
○
四
国
シ
忌
弓
四
国
国
司
○
因
回
弓
エ
国
三
国
シ
弓
胃
ｚ
Ｄ
ｐ
の
自
切
く
》
の
、
。
弓
弓
○
言
ｐ
ｚ
Ｐ
ｇ
シ
ロ
ョ
ヨ
・
伊
・
■
の
ご
・
の
ど

（
］
＄
巴
。
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￣、

５３
－〆

（
別
）

ぴ
一
一
○
一
頁
参
照
・
山
本
敬
三
「
取
引
関
係
に
お
け
る
公
法
的
規
制
と
私
法
の
役
割
Ｉ
取
締
法
規
論
の
再
検
討
」
同
「
公
序
良
俗
論
の
再
櫛

成
」
（
有
斐
閣
、
二
○
○
○
年
）
二
三
九
頁
以
下
参
照
。

下
山
教
授
は
、
有
害
な
化
学
物
質
等
を
含
む
食
品
が
市
場
に
出
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
行
政
に
お
け
る
消
極
（
警
察
）
行
政
か

ら
積
極
行
政
へ
の
転
換
と
、
食
品
衛
生
上
の
規
制
と
私
法
上
の
効
力
（
論
）
と
の
リ
ン
ク
、
ざ
ら
に
、
私
法
に
お
け
る
買
主
危
険
負
担
の
原

則
か
ら
売
主
危
険
負
担
の
原
則
へ
の
転
換
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
転
換
は
相
互
に
依
存
的
関
係
に
あ
る
と
い
う
。
下
山
瑛
二
「
消
極

行
政
か
ら
積
極
行
政
へ
の
転
換
上
の
問
題
点
－
食
品
衛
生
法
を
素
材
と
し
て
」
（
「
現
代
行
政
と
法
の
支
配
」
（
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
、

有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
四
一
頁
以
下
参
照
。

食
品
安
全
行
政
領
域
に
お
け
る
新
た
な
法
原
則
の
生
成
・
展
開
と
し
て
、
予
防
原
則
（
己
『
の
３
口
宮
。
：
こ
つ
１
．
曰
ご
－
の
）
が
注
目
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
欧
州
連
合
を
素
材
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
拙
稿
胃
ロ
に
お
け
る
食
品
安
全
シ
ス
テ
ム
改
革
と
予
防
原

則
ｌ
「
予
防
原
則
に
関
す
る
欧
州
委
員
会
の
提
案
」
」
行
財
政
研
究
四
九
号
（
二
○
○
二
年
）
一
一
七
頁
以
下
参
照
。


